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保育を取り巻く状況



令和６年(2024)人口動態統計(速報)

【調査結果のポイント】

○出生数は、720,988人で過去最少（９年連続減少） （対前年37,643人減少）

○死亡数は、1,618,684人で過去最多（４年連続増加）              （同28,181人増加）

○自然増減数は、△897,696人で過去最大の減少（18年連続減少）（同65,824人減少）

○死産数は、16,031胎で減少  （同122胎減少）

○婚姻件数は、499,999組で増加  （同10,718組増加）

○離婚件数は、189,952組で増加  （同2,154組増加）
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令和７年２月27日公表
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こども政策の推進



日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自

立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、
将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども政策を総合的に推進する。

目 的

① 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障されるととも
に、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること

③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な社会的活動
に参画する機会が確保されること

④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・
家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

基本理念

白書・大綱

〇 年次報告（法定白書）、こども大綱の策定
(※少子化社会対策/子ども・若者育成支援/子どもの貧困対策の既存３

法律の白書・大綱と一体的に作成）

基本的施策

〇 施策に対するこども・子育て当事者等の意見の反映
〇 支援の総合的・一体的提供の体制整備
〇 関係者相互の有機的な連携の確保
〇 この法律・児童の権利に関する条約の周知
〇 こども大綱による施策の充実及び財政上の措置等

こども政策推進会議

〇 こども家庭庁に、内閣総理大臣を会長とする、こども政策推進会
議を設置

 ① 大綱の案を作成
 ② こども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進
 ③ 関係行政機関相互の調整 等
〇 会議は、大綱の案の作成に当たり、こども・子育て当事者・民間

団体等の意見反映のために必要な措置を講ずる

附則

施行期日：令和５年４月１日
検討：国は、施行後５年を目途として、基本理念にのっとった

こども施策の一層の推進のために必要な方策を検討

責務等

〇 国・地方公共団体の責務 〇 事業主・国民の努力

こども基本法
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根拠：こども基本法（R5年4月施行）。今後５年程度のこども政策の基本的な方針・重要事項を定めるもので、既存の３大綱（※）を一元化。
※「少子化社会対策大綱」「子供・若者育成支援推進大綱」「子供の貧困対策に関する大綱」

目的：全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現

基本的な方針：こども基本法、こどもの権利条約等の理念を6つの柱に整理

①こども・若者は権利の主体、今とこれからの最善の利益を図る ②こども・若者、子育て当事者とともに進めていく

③ライフステージに応じて切れ目なく十分に支援 ④良好な成育環境を確保、貧困と格差の解消

⑤若い世代の生活の基盤の安定、若い世代の視点に立った結婚・子育ての希望の実現 ⑥施策の総合性の確保

重要事項：こども・若者のライフステージ別に記載、子育て当事者への支援についても記載

施策推進の必要事項：こども・若者の社会参画・意見反映、自治体こども計画の策定促進 等

R5年4月：こども政策推進会議（会長：総理、構成員：全閣僚）を開催。こども大綱案等の策定について総理からこども家庭審議会に諮問。

9月29日：こども家庭審議会「こども大綱案に向けた中間整理」。

→ こども・若者、子育て当事者をはじめとする幅広い方々から約4,000件の意見（対面・オンライン等）

12月1日：こども家庭審議会「答申」（こども政策担当大臣に手交） → 答申をもとに政府においてこども大綱案等を作成

12月22日：こども政策推進会議において、こども大綱案等を取りまとめ後、閣議決定

※こども大綱等の下で進める具体的な施策は、今後、毎年６月頃を目途に、「こどもまんなか実行計画」として、こども政策推進会議で策定。

根拠：こども政策の新たな推進体制に関する基本方針（R3年12月閣議決定）

・こどもの多様な居場所づくりについて、全ての関係者が
共有すべき理念を整理

・居場所づくり推進の4つの視点を整理

①「ふやす」～多様なこどもの居場所がつくられる

②「つなぐ」～こどもが居場所につながる

③「みがく」～こどもにとって、より良い居場所となる

④「ふりかえる」～こどもの居場所づくりを検証する

根拠：こども政策の新たな推進体制に関する基本方針（R3年12月閣議決定）

・こどもの誕生前から幼児期までの「はじめの100か月」の重要
事項を、全ての人が共有すべき理念として整理

・こども基本法等の理念に基づき5つの柱に整理

①こどもの権利と尊厳

②安心と挑戦の循環（愛着形成、豊かな遊びと体験の重要性）

③切れ目なく育ちを支える

④保護者・養育者の成長の支援・応援

⑤こどもの育ちを支える環境等の整備

こども大綱

幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン こどもの居場所づくりに関する指針

こども大綱等について
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保育士特定登録取消者管理システム 日本版ＤＢＳ

施行日 令和6年4月1日 令和6年６月19日成立 令和8年度を目途

対象者 令和6年4月1日以降の採用者 新規採用および、現に勤務している職員

確認対象施設 保育所等、認可外施設等（国の確認が必要） 保育所等は義務施設、学童等は認定の後

掲載される情報 保育士資格を取り消されたかの有無 性犯罪歴の有無

確認手段 事業者自ら管理システムで実施 事業者がこ家庁に申請 一部本人も関わる

確認できる刑の種類 無し
刑法＆条例違反⇒特定性犯罪

（児ポ、盗撮、痴漢等）

確認義務の有無 義務付け 義務付け

確認後の対応 事業者が適切に判断 子どもと接しない部署に配置転換

特徴 保育士資格を取り消された履歴を確認 性犯罪を犯した過去の確認 22

保育士特定登録取消者管理システムと日本版ＤＢＳの違い



こども家庭審議会
子ども・子育て支援等分科会
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令和５年度～ 保育三団体各委員名

公益社団法人 全国私立保育連盟常務理事 髙谷俊英
社会福祉法人 全国保育協議会副会長 村松幹子
社会福祉法人 日本保育協会理事 志賀口大輔



令和６年度子ども・子育て支援等分科会（１）
日程 議事内容 発言要旨

8月
2日

（金）

第６回

(1) 子ども・子育て
支援関係制度
改正等の状況
について

(2) 保育施策関係
の最近の動向
について

(3) 子ども・子育て
支援法に基づく
基本指針の改
正案について

(4) 次世代育成支
援対策推進法
に係る行動計
画策定指針の
策定等について

今、人口減少社会の中で、日本中の島しょ部、郡部でじわじわと保育施設が閉園している。そのことは、その地域での若者の
居住環境が悪化していることを示している。このままでは、いずれ子育て期の若年層が地域を離れ、高齢化ののち、消滅の道
を歩むことになる。そうならないために、施策をタイムリーに実施していかないと、手遅れになる状況にある。ぜひ、具体的な施策
を早急に打ち出してほしい。
今回、調理員の配置状況についての調査を緊急に実施したところ、1,024園から回答を得た。最低基準では、定員40人以
下は調理員１人、41人から150人までが２人、151人以上が２人と非常勤１人であるところ、各施設ではその人数では
安全衛生が確保できない、アレルギーや離乳食に対応できない、ということで独自に調理員を追加配置しているとの結果が出
た。園児数40人以下の園では年休の代替要員等の理由で、１人以上加配している園が半数程度、また、園児数61人以
上90人までの園では約７割が基準を超えた３人以上、91人以上120人までの園では約９割が３人以上配置している。
この調査結果は、現在の基準では現実的な運営が難しいという現状を示しているので、ぜひ保育士のみならず調理員の配
置基準についても配慮をお願いしたい。
処遇改善等加算の一本化について検討が進められているが、一本化は各施設・自治体の事務の簡素化による負担軽減が
主目的のひとつである。現行制度の寄せ集めになって負担が重くなってしまうようなことにならないよう、あくまで一本化は目的
ではなく手段であることを念頭に検討を進めていただきたい。

10月
17日

（木）

第７回

(1) 子ども・子育て
支援をめぐる課
題等について

長年の懸案事項である「１歳児配置基準の改善」については、予算編成過程で検討となっているが、「加速化プラン期間中
の早期に改善」との考え方からすると、令和７年度からと期待している。ぜひ早期に実施を。
人事院勧告の地域区分改正に対し一部地域で不安感が出ている。地方自治体の地域手当区分に準じて設定されている
市町や、大都市に隣接する県への対応策を検討してほしい。
こども誰でも通園制度の、特に「余裕活用型」での保育士配置基準や通常事業との運営費給付の関係が不透明である。
現在の試行的事業の中でも、通常事業との費用の按分を求められる市町もあると聞く。また、保護者に一時預かり制度との
混同がみられる。制度趣旨の徹底と現場の混乱解消に努めてほしい。
人口減少社会への対応として挙げられる保育施設の多機能化のため、保育士が社会福祉士、精神保健福祉士等の他資
格を取得しやすくしてほしい。
処遇改善等加算の一本化をはじめ、解決すべき課題が多々あるが、今後この分科会への提案はどのようになされていくのか。 24



令和６年度子ども・子育て支援等分科会（２）
日程 議事内容 発言要旨

12月
19日

（木）

第８回

(1) 本分科会の検
討事項に係る
制度改正の方
向性等について

(2) 公定価格等に
ついて

(3) 次世代育成支
援対策推進法
に係る行動計
画策定指針の
策定等について

全私保連が独自に行った「人口減少地域における保育施設運営に関する調査」結果から、園児数40人以下の施設から
「困り感」が急激に高まることがわかった。施設維持に最低限必要な経費の比率が高くなり、思うように人件費を確保出来な
い状況や、様々な事業を実施できず制度上の支援を受けられない状況があると想像される。
「人口減少に対する現場レベルで要望する早急な支援」では、施設維持運営に係る支援、定員区分の細分化などが望まれ
ている結果となった。こうした声も参考に支援の仕組みを検討いただきたい。
人事院勧告を公定価格に反映する際は、国家公務員と異なる事情を充分に勘案いただきたい。また、全産業平均賃金と
の格差解消を早急にお願いしたい。
処遇改善等加算の一本化に関して、施設種別ごとに異なる研修要件を統一していただきたい。区分１（基礎分）にキャリ
アパス要件を入れる提案が為されているが、従前より厳しい加算要件にならないように配慮いただきたい。
「新子育て安心プラン」後の保育提供体制について、４・５歳児、３歳児の配置改善の促進、１歳児の配置改善とともに、
調理員や事務員等保育士以外の人材配置についても検討していただきたい。
災害・感染症発生等の緊急事態への対策強化や、いわゆる「カスハラ」対策についても対応を検討していただきたい。

3月
4日

（火）

第９回

(1) 子ども・子育て
支援関係制度
改正の状況に
ついて

(2) こどもまんなか実
行計画2025
の策定について

(3) 令和７年度子
ども・子育て支
援関係予算案
について

(4) 子ども・子育て
支援施策関係
の最近の動向
について

処遇改善等加算一本化の方向性をお示しいただいたが、制度詳細について不明なため、令和７年４月から遅滞なく職員
に配分するための給与規程等の改正手続きができない。早急に自治体や保育関係団体にお示しいただくと同時に、円滑に
事務が進む取り組みをお願いしたい。
１歳児配置改善の第１歩を踏み出したことについては、大変ありがたい。しかしながら基準そのものの改正が見送られたこと、
取得に条件が付されたことは残念である。条件の内容についても、経験年数が少ない施設こそ配置改善をすべきであるし、
ICT活用は今後の優先課題ではありながら、少人数施設等にまで登降園管理機能が必須なのか疑問である。
公定価格における定員超過減算の見直しについて、自治体とともに待機児童解消につとめてきた施設に対し、十分な周知
期間をとり、公定価格上マイナスの影響が出ないような制度改正をお願いしたい。
定員区分の細分化は長年保育団体として要望をしてきた事項であり、大変ありがたい。独自ルールを設け定員変更を困難
にしている自治体も依然として見受けられることから、改めて自治体に対し独自ルールの制限・禁止を徹底していただきたい。
保育現場におけるICT化を推進し保育DXを進めていくという大きな方向性が打ち出されている。各施設はICTを活用した補
助金申請、保育記録、監査事務等を進めていく必要があり、これまでのデジタル環境から一歩進んだものに変わっていかなけ
ればならない。今後ICT機器やソフトの導入費用・維持管理・更新経費、データ入力等、相当な経費が継続して必要となる
ため、公定価格上でも初期投資にとどまらない維持管理・更新経費についての配慮をお願いしたい。 25
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令和６年８月２日

意 見 書
全国私立保育連盟常務理事 髙谷俊英

人口減少地域における良質な保育の確保、処遇改善等加算の簡素化・一本化、保育DXの推進等については、ぜひ強力に
進めていただきたいと考えています。そのうえで、下記の項目について早期の改善を要望いたします。

要望項目
◎保育士の配置基準の改善
【１歳児配置基準の早期改善】
残された１歳児の配置基準の改善（5：1）を早期に実施してください。
【３歳以上児保育士配置基準についての国際比較に基づくあり方の検討】

OECD加盟諸国の保育士配置基準の状況を見ると、３歳以上児については概ね15：1程度の配置となっていることに鑑み、それらを踏まえた我が国の配置
基準の在り方を早期に検討してください。

◎調理員の配置基準の改善
全国私立保育連盟にて今般実施しました別紙調査結果によりますと、全国の施設における調理員の配置実態は、各施設独自の安全衛生面への配慮、

アレルギーや離乳食への対応等により、配置基準を超えた状況になっていることが確認できました。ついては、ぜひ下記の改善をよろしくお願いします。
①定員４０人以下の常勤調理員１人の配置基準を、年休等取得対策として増員
②定員４１人以上の常勤調理員の配置数を、各施設の現状に鑑み増員

◎人口減少地域の施設への支援
【主任保育士専任加算等の要件の見直し】
主任保育士のきっちりとした位置づけのため、また０歳児の入園数の減少による要件充足の困難化のため、加算要件の撤廃もしくは緩和をお願いします。

【人口減少が顕著な地域に勤務する者・施設への改善策】
①利用定員区分の細分化を含めた見直し
②特地勤務加算（手当）等の創設
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◎公定価格の積算基準・費目等の見直し
【公定価格の費目積み上げ方式の堅持】
人事院勧告に準拠した現行の公定価格の費目積み上げ方式を堅持してください。

【福祉職俸給表の適用号俸の適正化】
保育士の勤務年数の長期化（11年超）に応じて、公定価格積算上での適用号俸（1級29号俸：勤続５年程度）の適正化をお願いします。

【４歳以上児配置改善加算とチーム保育推進加算の関係の見直し】
本来、公定価格表上に上乗せされるべき４歳以上児配置改善加算が、趣旨の異なるチーム保育推進加算を取得すると受給できない不合理を是正して
ください。
【３歳児についての無償化時期の統一】
１号認定子ども（満３歳児）と２号認定子ども（３歳児）の保育料無償化の開始時期の整合性を図ってください。

【除雪費加算の対象地域拡大】
近年の温暖化に伴う気象変化により、加算対象の特別豪雪地帯以外にも例年積雪があるにもかかわらず除雪費用が全く支給されない地域も多くあり
ます。また、積算方法も園児数によって額が増減する仕組みとなっており実態に伴っていません。これについては対象地域の見直し・積算方法の改善が
必要と考えます。
【継続的な見える化の実施に伴うモデル給与公開時の課題について】
現在検討中の「見える化」に伴う「モデル給与」公表により、大都市に隣接した市町では給与格差が明らかになり、保育人材確保がますます困難になる
のではないかとの危惧が生じています。これについて、なんらかの対応が必要と考えます。

◎こども誰でも通園制度について
【月あたり上限時間の見直し等】
「こども誰でも通園制度」については、その趣旨がマスコミ報道や自治体の誤った広報により「一時預かり制度」との混同を生じています。国としてその
趣旨の徹底と、現在実施中の試行的事業において、１人１月10時間の利用時間上限を、令和７年度以降は倍増以上とする必要があると考えます。
【運営単価の見直し】
①１人１時間当たりの補助額の引き上げ
②人件費以外の費用（保育材料、水道光熱費、事務費等）の措置



保育三団体協議会の取り組み

28

R6幹事団体は全保協



令和６年度 保育三団体協議会
日程 議題

令和６年５月15日 自民党「こども・若者」輝く未来創造本部ヒアリング対応

令和６年５月31日 自民党全国保育関係議員連盟総会出席

令和６年６月24日

(1)こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会 第１回 事前説明
(2)保育三団体協議会令和７年度保育関係予算要望について
(3)令和６年能登半島地震 保育三団体被災地支援募金のご報告
(4)今後の幼児教育の教育課程、指導、評価等の在り方に関する有識者検討会中間まとめ事前説明

令和６年７月22日 令和７年度保育関係予算要望  こども家庭庁・関係議員への提出

令和６年７月30日
(1)子ども・子育て支援等分科会 事前説明会（こども家庭庁）
(2)事前説明を受け、保育三団体協議会共通で発言すべき意見等について意見交換

令和６年９月20日
(1)こども誰でも通園制度の制度化、本格実施に向けた検討会 第２回 事前説明
(2)事前説明を受けての意見交換

令和６年11月27日
(1)令和７年度保育関係制度・予算要望書（案）について
(2)令和７年度保育関係制度・予算要望先について

令和６年11月29日 自民党全国保育関係議員連盟総会出席

令和６年12月10日 令和７年度保育関係予算要望  こども家庭庁・財務省・関係議員への提出 ※保育三団体資料

令和６年12月11日
 12日

保育三団体協議会・こども・保育政治連盟合同セミナー
「保育の現場と保育士の魅力発信」意見交換会 29



すべての子どもの権利と育ちを保障する社会を実現するために

令和６年11月29日
12月10日

保育三団体代表者連名

１. 人口減少地域においても、すべての子どもの育ちを保障してください

２. すべての子どもの育ちを保障し、安全・安心な保育を継続するため、公定価格を充実

させてください
(１)職員配置基準の改善     (２)公定価格の改善と保育人材の確保

(３)主任保育士の必置化     (４)施設長の資質向上

３. 「こども誰でも通園制度」を真に子どものための制度としてください

４. 子どもの命を守るため、保育施設における災害対策を支援してください

５. すべての子どもの育ちを保障するため、恒久的な財源を確保してください

(１)「子ども・子育て支援金制度」の確実な活用   (２)就学前教育・保育施設整備交付金等の確保

６. 「こどもまんなか社会」を実現するため、日本の働き方を改革してください

30
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全国私立保育連盟 予算要望事項

31



令和７年度保育関係予算・制度等に向けた要望事項

公益社団法人 全国私立保育連盟

Ⅰ．保育関係予算・制度関連要望事項

《子どもたちの成育環境の向上のために 》
（１）子どもの保育・成育環境向上のための改善を求めます。

《 家庭や地域における子育て支援のために 》
（２）少子化対策としての保育施設への振興対策等の実施と、地域間格差是正に向かう仕組みの構築を求めます。
（３）子育て家庭の経済的負担の軽減、子育て中の働く親のワーク・ライフ・バランスの実現を求めます。
（４）多様な保育を提供するため、地域子ども･子育て支援事業の充実･推進を求めます。

《 保育の質・機能の向上のために 》
（５）職員配置基準と処遇の改善を強く求めます。
（６）保育士等の人材確保推進を求めます。
（７）「就学前教育・保育施設整備交付金」の拡充・推進を求めます。
（８）いわゆる0.3兆円超メニューの実施と、こどもまんなか社会の実現に必要な安定的財源の確保を求めます。

Ⅱ．税制改正要望事項

(９) 保育・子育て関連の税制改善について
(10)社会福祉法人への非課税措置の維持について

32



人勧及び処遇改善について
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子ども・子育て支援制度における継続的な
見える化の在り方について
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処遇改善等加算一本化検討
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処遇改善等加算Ⅱ（新加算区分③）の対象、要件、配分方法の見直し（案）
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おわりに

ご清聴いただき、ありがとうございました。
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